
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
書
で
納
め
て
い
る
方
へ

口
座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の

お
支
払
い
が
お
す
す
め
で
す
！

―	

３
つ
の
ポ
イ
ン
ト	

―

◦
金
融
機
関
等
へ
支
払
い
に
行
く

手
間
が
省
け
ま
す
。

◦�

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
り
ま

せ
ん
。

◦�

口
座
振
替
で
前
納
す
る
と
、
割

引
に
な
る
の
で
お
得
で
す
。

―	

申
出
書
の
提
出
の
み	

―

　
申
し
込
み
を
さ
れ
る
方
は
、「
国

民
年
金
保
険
料
口
座
振
替
納
付
申

出
書
」ま
た
は「
国
民
年
金
保
険

料
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
申
出

書
」を
お
近
く
の
年
金
事
務
所
へ

ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　
前
納
に
は

◦「
６
カ
月
前
納

　
　
（
４
月
～
９
月
、

10
月
～
翌
年
３
月
）」

◦「
１
年
前
納（４

月
～
翌
年
３
月
）」

◦「
２
年
前
納

（
４
月
～
翌
々
年
３
月
）」

の
３
種
類
あ
り
ま
す
。
ま
と
め
る

期
間
が
長
い
ほ
ど
割
引
額
が
高
く

な
っ
て
、
よ
り
お
得
で
す
。

申
込
期
限

◦
ま
と
め
て
前
払
い（
前
納
）の

場
合
…
２
月
29
日（
木
）ま
で

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
（
必
着
）

◦
毎
月
払
い
の
場
合
…
い
つ
で
も

申
し
込
み
で
き
、
申
し
込
み
の

１
～
２
カ
月
後
か
ら
の
開
始
と

な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

◦
受
付
時
間

・
月
～
金
曜
日

　
　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

・
第
２
土
曜
日

　
　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

※
土
・
日
・
祝
日（
第
２
土
曜
日

を
除
く
）、
12
月
29
日
～
１
月

３
日
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ

ん
。

　
小
諸
年
金
事
務
所

０
２
６
７（
22
）１
４
８
２

　
な
ぜ
、
口
座
振
替
が

　
お
す
す
め
な
の
？

		

ま
と
め
て
前
払
い（
前
納
）

　
　
　
　
　
　

		

に
つ
い
て

		

お
申
し
込
み
は
カ
ン
タ
ン

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

給
与
支
払
報
告
書
の
期
限
内
提
出
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

長
野
県
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
の

ご
案
内

個
別
特
定
健
診

受
け
付
け
中

―
都
合
に
合
わ
せ
て

受
診
可
能
―

参
加
者
募
集

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
講
座（
３
回
コ
ー
ス
）

　
町
は
、
水
力
発
電
所
が
あ
る
た

め
、
国
か
ら
電
源
立
地
地
域
対
策

交
付
金
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
令
和
５
年
度
の
交
付
金
４
４
０

万
円
は
保
育
園
の
運
営
経
費
に
活

用
し
ま
し
た
。

※「
電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
」

と
は
、
水
力
発
電
施
設
等
の
立

地
す
る
市
町
村
の
地
域
振
興
を

　
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」と
は
大
切

な
命
を
守
る
た
め
に
、
自
殺
を
予

防
す
る“
命
の
門（
ゲ
ー
ト
）”の

“
守
り
人（
キ
ー
パ
ー
）”の
こ
と
。

　

家
庭
や
地
域
、
職
場
、
保
健
、

　

給
与
支
払
報
告
書（
総
括
表
及

び
個
人
別
明
細
書
）は
独
自
の
様

式
の
も
の
を
お
使
い
い
た
だ
く
か

最
寄
り
の
税
務
署
ま
た
は
役
場
税

務
課（
１
階
２
番
窓
口
）に
て
お

求
め
く
だ
さ
い
。
給
与
支
払
報
告

書
の
記
入
等
に
あ
た
り
、
不
明
な

点
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
担
当
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
長
野
県
で
は
す
べ
て
の
事
業
主

の
皆
さ
ま
に
[特
別
徴
収
］（
給

与
天
引
き
）の
実
施
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。
[普
通
徴
収
］

（
個
人
で
納
入
）と
な
る
場
合
は

「
普
通
徴
収
切
替
理
由
書
兼
仕

切
紙
」を
記
入
し
、
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
普
通
徴
収
切
替
理

由
書
兼
仕
切
紙
の
提
出
が
無
く
、

徴
収
区
分
が
不
明
瞭
の
場
合
は

原
則
ど
お
り
特
別
徴
収
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
普
通
徴
収

切
替
理
由
書
兼
仕
切
紙
は
、
役

場
税
務
課（
１
階
２
番
窓
口
）

で
お
求
め
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課
住
民
税
係（32

）３
１
２
６

　

給
与
支
払
者（
法
人
・
個
人
問

わ
ず
）は
、
給
与
支
払
額
の
多
少

に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
従
業

員
等（
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
や

短
期
雇
用
者
等
も
含
む
）の
給
与

支
払
報
告
書
を
作
成
し
、
従
業
員

等
の
１
月
１
日
現
在（
退
職
の
場

合
は
退
職
日
現
在
）に
お
け
る
住

所
地
の
市
区
町
村
長
へ
提
出
す
る

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
地
方
税
法
第
3
1
7
条
の
６
）

該
当
と
な
る
従
業
員
等
が
い
る
場

合
に
は
、
速
や
か
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
令
和
５
年
分
の
給
与
支

払
報
告
書
の
提
出
期
限
は
１
月
31

日（
水
）で
す
の
で
、
お
早
め
の

提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
食
費
等
の
物
価
高
騰
に
直
面
し
、

影
響
を
特
に
受
け
る
低
所
得
の
子

育
て
世
帯
に
対
す
る
生
活
の
支
援

を
行
う
た
め
給
付
金
の
支
給
を
実

施
し
ま
す
。

支
給
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

⑴　
令
和
５
年
度
分
の
市
町
村
民

税
所
得
割
が
非
課
税
で
あ
る
方

（
申
請
不
要
）

⑵　
物
価
高
騰
等
の
影
響
を
受
け

て
令
和
５
年
１
月
以
降
の
家
計

が
急
変
し
、
令
和
５
年
度
分
の

市
町
村
民
税
所
得
割
が
非
課
税

で
あ
る
者
と
同
様
の
事
情
に
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
方（
要
申
請
）

対
象
児
童

　
令
和
５
年
３
月
31
日
に
お
い
て
、

平
成
17
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
20

年
４
月
１
日
ま
で
の
間
に
出
生
し

た
児
童

支
給
額

　
支
給
対
象
児
童
１
人
当
た
り

３
万
円

支
給
手
続
き
に
つ
い
て

⑴
に
該
当
す
る
方
は
申
請
不
要
で

す
。

　
町
で
は
、
ご
自
身
の
都
合
に
合

わ
せ
町
内
の
医
療
機
関
で
受
診
で

き
る
個
別
特
定
健
診（
要
予
約
）

の
申
し
込
み
を
受
け
付
け
中
で
す
。

健
診
は
3
月
31
日
ま
で
実
施
し
て

い
ま
す
。
健
診
を
希
望
す
る
方
は

締
切
日
ま
で
に
ぜ
ひ
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
す
で
に
個
別
特
定
健
診

を
申
し
込
ん
だ
方
で
、
ま
だ
受
診

さ
れ
て
い
な
い
方
は
早
め
の
健
診

受
診
を
お
勧
め
し
ま
す
。

申
込
締
め
切
り

　

２
月
29
日（
木
）

受
診
料

◦
39
歳
以
下
の
方

　
1
，
0
0
0
円

◦
40
～
74
歳
の
方
で
国
民
健
康
保

険
加
入
者　
　
1
，
0
0
0
円

◦
受
診
料
が
無
料
と
な
る
方

　
・
令
和
6
年
3
月
31
日
時
点
で
、

　
　
40
・
50
・
60
歳
の
方

（
国
民
健
康
保
険
加
入
者
）

　
・
75
歳
以
上
の
方

申
し
込
み・問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

（
32
）２
５
５
４

電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
を
活
用

医
療
、
教
育
な
ど
の
場
面
で
、
こ

こ
ろ
に
不
調
を
抱
え
る
人
や
自
殺

に
傾
く
人
の
サ
イ
ン
に
気
付
き
、

必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
、
見
守
る

人
の
こ
と
で
す
。

回 １回目 ２回目 ３回目
日にち 1月16日（火） １月26日（金） ２月２日（金）

時　間
　　　　午後1時30分～ 3時
（受付）　午後1時15分～ 1時30分

場　所 役場庁舎２階　大会議室

テーマ
大切な命

–命の価値を
もう一度考える–

命を支える
–自殺の心と

向き合う–

命の門番
–ゲートキーパーの

　　心がけ–

講　師
日本自殺予防学会編集委員、佐久大学教授

朴
ぱく
　相
さん
俊
じゅん
氏

　
専
門
的
な
役
割
で
は
な
く
、
だ

れ
も
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
と
し
て
の
意
識

を
持
ち
、
地
域
や
職
場
で
で
き
る

行
動
を
す
る
こ
と
が
、
自
殺
対
策

に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
講
座
に
参
加
し
て
身
近
な
人
の

「
い
つ
も
と
違
う
」様
子
に
気
付
き
、

勇
気
を
出
し
て
声
を
掛
け
ら
れ
る

よ
う
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
の
役
割
に

つ
い
て
学
び
ま
し
ょ
う
。

※
定
員（
10
名
）に
な
り
次
第
、

締
め
切
り
ま
す
の
で
お
早
め
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
３
回
全
て
に
参
加
を
お
願
い
し

ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

（
32
）２
５
５
４

目
的
と
し
、
公
共
用
施
設
整
備

や
住
民
福
祉
の
向
上
に
資
す
る

事
業
に
対
し
、
国
か
ら
交
付
さ

れ
る
も
の
で
す
。

　
問
い
合
わ
せ
先

	

企
画
財
政
課
財
政
係

（
32
）３
１
１
２

　
未
申
告
の
方
は
、
対
象
と
な
る

場
合
で
も
、
本
給
付
金
が
速
や
か

に
支
給
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

⑵
に
該
当
す
る
方
は
申
請
が
必
要

で
す
。

　
申
請
書
等
は
、
窓
口
で
の
配
布

や
郵
送
も
し
て
い
ま
す
。
申
請
書

等
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
後
、
直

接
、
ま
た
は
郵
送
で
ご
提
出
く
だ

さ
い
。
審
査
後
、
要
件
を
満
た
す

場
合
、
指
定
口
座
へ
お
振
り
込
み

し
ま
す
。

　
収
入
見
込
額
で
は
上
記
の
条
件

を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
所
得
見

込
額
で
の
判
定
を
行
い
、
基
準
額

以
下
で
あ
れ
ば
給
付
さ
れ
ま
す
。

申
込
締
め
切
り

　

２
月
29
日（
木
）必
着

問
い
合
わ
せ
先

⑴
に
該
当
す
る
方
で
児
童
手
当
を

受
給
し
て
い
る
場
合　

　
町
民
課
こ
ど
も
係（32

）3
1
1
4

⑵
に
該
当
す
る
方

　
保
健
福
祉
課
福
祉
係

（
32
）6
5
2
2
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